
5 基準地震動設定の違法性(岩波「科学j石橋克彦さんの指摘)

・岩波「科学9月号Jの f}11内原発の審査書案は規則第5号に違反して違法だ一基準地震動策定の驚

くべき手抜きJ (P. 0942~0946) を認めますかっ 認めないなら反論してください。

-岩波「科学11月号」の「再論 a杜撰な川内原発の新規制基準適合性審査 これを前例にしてはなら

ないJ (P. 1152~1155) を認めますか? 認めないなら反論し亡ください。

(1 )岩波「科学9月号|

資料5-1 f川内原発の審査書案は規則第5号に違反して違法だー基準地震動策定の驚くべき手抜きJ

(P. 0942へ0946)からピックアップ

0審査書案は、地震国日本にとっていちばん重要な耐震設計の根底に関して、改正原子炉等規制法にもと

づく原子力規制委員会規則第5号(f実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及ひ設備の基準に

関する規則J)という法令に違反している。

0基準地震動の策定における誤り

プレート問地震と海洋プレート内地震について検討用地震を選定せず、基準地震動を策定しなかったのは

、手続きとして明白な過失であり、基準地震動が過少評価された恐れもある。

。プレート問地震の無視

ハ。それこそが別記2が要求している必須事項であり、その不作為を容認した規制委員会および審査書案

は、歌いなく規則5号違反だといえる。

0スラブ内地震の無視

万一、このような低頻度の大地震が発生して川内原発で事故が起きたとき、 「まさかそんな地震が起こる

とは思わなかったJと言つてはいけないのである。 申請を認めた規制委員会と審査書案は明白に規則に

違反している。

0審査書案は違法で無効

} 11内原発の基準地震動が過少で耐震安全性が保証されないことについては、欠陥や問題点が指摘されてい

る。それらは非常に重要だが、新規制基準そのものと運用の問題という面が強い。それにたいして、本稿

で指摘したことは、原稿の新規制基準が定める手続きに明白に違反しているとしづ単純な話であって、議

論の余地はない。規制委員会は、後出しジャンケンのように、プレート問地震と海洋プレート内地震によ

る地震動はSs-1より有意に小さいことを確認しているなどと言うかもしれない。しかい、最大クラスの場

合にそうであるかどうかは自明ではなし、から、九州電力は検討内容を明示し、審査書はその評価・確認を

明示し、審査書はその評価・確認を明記することが絶対に必要である。そうなっていない審査書案は違法

といえて無効であり、審査をやり直すべきである。

(2)岩波「科学11月号j

資料5-2 f再論:杜撰な川内原発の新規制基準適合性審査一これを前例にしてはならないJ (P. 1152~ 

1155)からピックアップ

0川内原発審査のやり直しを

川内原発の新規制基準適合性審査では、線規制基準そのものが、安倍首相が好んで使う「世界で最も厳

しい水準Jからは程遠い欠陥品だとし寸根本問題がある。その具体的現れとして、火山活動の軽視、過酷

事故対策の不完全さ、原発周辺地域の防災対策の不備といった重大な問題である。 、基準地震動全般に

わたる問題点や過少評価も深刻である。しかし、それらとは別に、新規制基準の枠組みの中てやすら審査が

適正におこなわれていなかったというのは、信じがたいことだろう。"。最初が肝心だからこと、審査を

やり直すべきである。けっしてこれを前例にさせてはならない。



6 規制委の規制行政について

以下では規制委の規制行政への取り組み方について抗議・要望を述べます0

6 -1 r科学的・技術的J異論・反論への対応について

常日頃、 「科学的・技術的J取組を強調しています。であるならば、以下の問題に対して真撃に

「科学的・技術的jに解決するためには、該当団体や該当有識者と公開で討論するべきではないです

!J、ヮ

( 1 )日本火山学会

次の報道を無視して同学会と対話しないのはあまりに「非科学的jではないですかっ

日本火山学会の常識は「現在の知見では予知は困難J、原子力問題対応委員会が「巨大噴火の予測

と監視に関する提言Jで規制委のガイドライン (201 3年6月策定)が電力会社による監視(モニ

タリング)によって前兆を把握すると規定したのに対し「可能性、限界、媛昧さが考慮されるべき

だj 止主張、石原委員長は記者団に「モニタリングができるもんだとして話が進むのは怖い話だjと

述べ「ガイドラインの再検討を求めているj、火山噴火予知連絡会の藤井敏嗣会長(東京大名誉教

授)は「例えば阿蘇のカルデラ噴火の間隔は2万年、 3万年、 11万年などとばらばら。 6万年大丈

夫というのはとんでもない議論だ」と痛烈に批判。

( 2 )石橋克彦さん

前述の5が岩波「科学jで公表された以上、 「科学的・技術的」に解決するためには、石橋克彦さ

んと公開で討論するべきではないですか?

( 3 )田中三彦さん

同様に岩波「科学11月号Jの「ゆがめられている事故原因究明の道3原子力規制委員会『事故分析

検討会』の暴走」に対して、 「科学的・技術的jに解決するためには、田中三彦さんと公開で討論す

るべきではなし、ですか?

6-2 原子力安全・保安院のイチェフ事故責任と原子力規制委員会について

「原発と大津波警告を葬った人々J (添田孝史、岩波新書)で指摘されているように、原子力安

全・保安院は津波の危険を知りながら規制権限を行使せず、 3つの不作為でイチェフ事故を起こしてし

まった。このような規制行政のミスを追及せずに、イチェフ事故と同様の事故を起こさないと誰も信

じられない。この規制行政について、原子力規制委員会はどう判断しているのですかワ 改めで調査

し審査に反映しないのですか?

6-1 r科学的・技術的J異論・反論への対応について
( 1 )日本火山学会 資料6~1-1 r火山と日本人 ともに生きる知恵J (島村英紀、岩波「世界1

2月号J)参照

( 2)石橋克彦さん

( 3) 田中三彦さん

前言己資料5-1、5-2参照

身内だけの審議で国会事故調が定期した問題を全否定する中間報告書を作成し、それを原子力規制委員会

の結論としてIAEA(こ報告する原子力規制委員会・事故分ザパ貧討会の暴挙を強く批判したい。

資料 6-l~ 3 r国会事故調は何を指摘したのかJ)田中三彦、岩波「世界9月号J)参照

6-2 '原子力安全・保安院のイチェフ事故責任と原子力規制委員会について

lFの事故の遠因となった保安院の失敗、体系立った規制の失敗というようなことを検証しているのか。

〈田中委員長記者会見での記者発言の一部)

資料6~ 2 r津波想定を3度つぶした男 「吉田調書jをめぐるシンポジウムからJ (添田孝史、岩波
「科学12月号J)参照

Q 



7 火山について

( 1 )火山モニタリング体制と再稼働について

火山防災体制については、とりわけ現状では手つかず状態である、巨大噴火の対策を、国の内外を上

げて進めなければならない。憤火予知連の藤井会長によれば、現状では、カルデラ噴火については観測

態勢を立てモニタリングを行えば分かるという段階ではない。また、たとえモニタリング、を行った結果

「異常現象Jを捕まえたとしても、それが巨大噴火に繋がるかどうかの判定基準を持っていない。

したがって、防災の点からも空振りも覚悟で、火山防災体制を作ることは可能なのか。その基準は誰

が、何時作るのか、電気事業者が行うのか。疑問は山積しており、再稼働しながら基準作りなど不可能

だと考えるが、規制委員会は稼働しながらこれが可能であると本気で考えているのか、また、実行する

つもりなのか。明らかにされたい。

( 2) r対策をしなしリことを正当化してはいなし、か
東電福島第一原発の吉田所長は、証言の中で「原子力発電所の問題ではあるんで、すけれども、津波自

体、国とか、地方自治体がどうするんですかという話とも絡んでくるでしょう。東京電力だけがこれを

対応してもしょうがない。しょうがないというか、発電所を守るとしづ意味では当然必要なんて、すけれ

ども、オールジャパンで、太平洋側どこでも起きるというんだったら、今の対策ではまずい、ちゃんと

そこを含めて、どういう方針が出るのか、どうなんだよというような話をした記憶があります。 j と発

言している。

電力側の意識を赤裸々に明らかにした吉田調書のたいへん重要な部分である。

結局、今の電力会社内の地震・火山対策も規制委の火山対策議論も、まさしくこれと同じではなし、か

。検討を「しなしリことの理屈づけが「原発だけやってみてもしかたないj といった思想になっている

のではないか、明らかにされたい。

(3) 誰がモニタリングを行うのか

モニタリングについては、九電は、既存の観測網による地殻変動や、公的機関による観測情報、そし

て第三者に評価をもらうので、電力側がハード的対応などを考えているとは全く思っていない。つまり

大筋は現状のままである。あまりに無責任ではないか。規制委は行政指導をしないのか。これでは全電

力が「他人任せJの対応に終始するだろう。 3.11以前と何が変わったのか。

(4 )電力の地震対策の具体性を示すこと

地震の場合、前駆事象がほぼないので、地震警戒情報が出てからの話であるが、震度・津波予想、が大

きければ、それにしたがって停止する必要がある。異常時に止めるかどうかは、保安規定に従って設け

られる社内運用手順書及びマニュアルで決められる。その中に盛り込まれなければならない。社内規定

について公開し説明すること。

(5)火山対策の具体性を示すこと

例えば火山噴火の予兆であると考えられるような事象を捉えたとした場合、原子炉の稼働継続か停止

かなどを判断するため社内規定等で規定されているはず。申請のため提出されている社内規定文書を公

開し説明すること。

(6 )カルデラ噴火モニタリング・防災体制全体について

巨大カルデ、ラ噴火の観測態勢については、官邸や省庁横断的あるいは民間機的あるいは民間機関をも

動員しでかなり大がかりな組織体を作ってやるべきであり、細かいところだけで、モニタリングできると

は考えてはいけないと思うが、規制委は具体的に国等の機関で今後どのように態勢作りを行うことにし

ているのか明らかにされたい。

11 



(7 )降下火砕物の影響について

桜島噴火を想定して電力は15センチの降灰を想定しているが、あまりに過小評価では無いか。少なく

ても気象研究所の1914年桜島噴火での降灰は、)11内原発に最も厳しい評価ではO. 3~ 1メートルの範

囲となっている。

また、火砕降下物による送変電設備の絶縁低下については、電力は洗浄するとしているが、長大で複

雑な送・変電設備全般にわたり、そんなことが可能と考える根拠は何か。

さらにホイールローダーで除灰を40分ほどで完了すると言うが、小さな模擬実験程度でそれが可能と

される根拠は何か。

原発は川内川の河口の側ぞある。泥流が発生したら堆積物が大量に取水口に入り込むのではないか。

「影響を与えるとは考えられなしリとは、安全神話に過ぎないのではないか。

15センチ以上も火山灰が降れば、道路は全部封鎖される。 5センチでも車両は行動不能、降雨があっ

たら全く動けない。防災に関しては雨と火山灰との複合などの考慮が完全に抜けている。これでは住民

避難が出来ない状況での15条通報事態にもなりかねない。直接防災に関与しないとする規制委の姿勢は

、こういった事態をどのように考えるのか。

( 8 )スタンドアロンで事故対応できるのはいつまで・どこま守

シビアアクシデント対策の基本は、 7日間は救援を期待しない。燃料等の補給がなくても必要なことは

全てまかなえるとの方針である。この想定を超えるようなことも考慮しているので、何処まで考えるの

かは、あるけれども対応が出来なくなるようなことがないように確認、をしている。というのが規制委の

姿勢だ左いう。

しかしながら福島第一原発でも同様のアクシデントマネジメン卜体制だったが、敷地内線量の増大予

想に基づき「退避Jが発令され、 70名余を残して第二原発に退避した。

対策要員は400名とされていた第一原発でも実態はこういうものであるが、川内原発の「退避j及び

「アクシデントマネジメント体制下においての人員配置Jは、空間線量が増加しでも、施設が爆発しで

も計画要因を残し、さらに外部からの救援を投入するとなっているのか。何処まで線引きしているのか

リアルな事故シナリオがあるのか。その審査をしているのか明らかにされたい。

〈追加資料>

資料2-1 ストップ再稼働!3. 11鹿児島集会実行委員会リーフレット

資料5-1 r川内原発の審査書案は規則l第5号に違反して違法だ 基準地震動策定の驚くべき手抜きJ
(Pω42~0946) 

資料5-2 r再論:杜撰な川内原発の新規制基準適合性審査 これを前例にしてはならなし、J (P. 1152~ 
1155) 

資料6-1-1r火山と日本人 ともに生きる知恵J (島村英紀、岩波「世界 12月号J) 

資料6-1-3 r国会事故調は何を指摘したのかJ (田中三彦、岩波「世界9月号J) 

資料6-2 r津波想定を3度つぶした男 「吉田調書JをめぐるシンポジウムからJ (添田孝史、岩波

「科学12月号J) 

参考 「原発と大津波 警告を葬った人々J (添問孝史、岩波新書)

以上
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全国のj亭まっている原発の中で、)111有原発が真っ先に再稼働されようとしています。

しかし、地震対策や火山対策の不ト分さ、避難計画のずさん怠など課題は山積みて了す。

今こそピこれらの鈍題点をLっかり学んで冶「再稼働ストップ!Jの声を大きく上げていきましょうの

福島第 i京発事故九D]め，放射能の怖ざを

壬IJりましたコ Ji!内市民もあまり知らなかった

と思レます。 JI!内原発が再稼働して事故が発

生したら、とりかえしのつかなレ大変なこと

になり、死者も出るかもしれない。再稼働は

取りやめるべきである。(男性、70代、無職)

なぜ、危険で、リスクが大きい原発を再稼働

させようとするのか全く理解できません。街の

発展や震用の問題は原発がなくても解決でき

ます。電力がたりなければ節電します。再稼働

はしないでほしいて、す。(女性、 30代、会社員)

使用済みの核燃料のことを考えたら、今の

現状ではたまるだけですよね。それを思うと

とてもこわいです。火山田、地震国としての

日本には原発は必要ないと思います。

(女性、 60代、主婦)

福島原発から放出された広島型原爆の 170発
分にもなる放射性物質は、 30キロにとどまると

となく広範囲に拡散し、大地と海、 111を汚染しま
した。 3年数ノ弓たった今もなお、日万人の住民

が避難生活を余儀なえされています。

私たちは、「安全Jと言われた原発がとんなに

危険なものであることを福島から学んだのですコ

市
民
の
患
い
は

大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す

安全な京湾はなしと忍!.I..，ます J 地元的発j長

もないと思います。できれば原発のある!li内

に住みたくないけれど住みなれた土地から離

れられないので伎まないとしかたがないの下

残念です。(女性、50代、自営業)

未来へ原発つなげるととはナンセンスだと

思う。クリーンエネルギーのみで電力供給を可

能にする技術、危険物(核燃料Dの安全な則
理方法が必要だと思し、ます二(女性、20代、主婦J

人聞がコy トロールできない物を稼働さぜ

ではならない。原発ゴミはどうするのか?iわ

が!11内に住みたい人は減る一方で言。土地(J)

価値も下がリ農産物も多大なる影響を受ける

守しよう。(男性、 70代、年金生活者)

「さぶ主云原詩じのちJ)主_j .'Jど4団体実証
ユ014年5丹護摩川内市民アンフ 十の図書より

福島の事故原因の究明が行われない中で作ら

れた新基準は、当初の「安全基準1から「規制j基

準Jへと名称、も変わりました。原子力規制委員去、

の田中委員長も「規制基準に適合しても、 100弘
安全だと言えないoJr事故か起きないとは言え
ない。」と発言しており、適合審査への「合格」

りません。

< 、

、

句評P考宮警警:示榔為嘉吉
J -明言三-_，'"

〆弁事学

ストップ再稼働日。11醐島集会実行委員会主義

事務局干肌剖乃翻島市下田町292，1TEL柳川"5455" 
， 

2014年8f:l



争11肉臓発「 韓J'事芯誌が場脅かしい!
基準地震動を

JNES (原子力安全基盤機構、 2014年3月に原子力規制庁に統合)が2001~ 2009 

年の報告書で算出していた地震動=1マグニチュード 6.5の横ずれ断層による震源近

小さくし、 傍で 1340ガ、ルの地震動」を「震源を特定せず策定する地震動」として取り入れず、

耐震工事を
地震を小古く想定しています。基準地震動(30年前の建設時は270ガルと 372ガ、ル)

を540ガルから 620ガルに引き上げましたが、設備や配管などの工事は精査中だと

しないまま再稼働
して未だ手がけていません。 不十分な基準地震動引き上げにすら対応せず、抜本

的な工事抜きで再稼働しようとしています。

いつ起こるか
川内原発に影響を及ぼす巨大噴火は 9万年周期で発生するとし、直近の姶良カル

デラは3万年前だから巨大噴火の可能性は十分低いとしています。また、モ二1;1リ

分からない ンク、をすれば巨大噴火は予知で、きると言っています。しかし、多くの火山学者は9

万年周期説を否定し、予知も困難だと指摘しています。政府も「噴火の具体的な発生

巨大噴火は 時期や規模を予測するととは困難J(2014年6月27日付け政府答弁書)だと認めてい

予知できません
ます。巨大噴火によって、放射能が火山灰と 絡に日本全土にばらまかれる悲劇を

起乙させないために、川内原発は再稼働せず、廃炉にすべきです。

地下水流入や
①川内原発の地下水流入量は福島第一原発と同レベル一のド」、で日の3;口口トンなの一に、汚染
水流出問題の防止対策が不十分です。G格納容器破損モ 水蒸気爆発につい

水蒸気爆発、 て者s合じた悪い実験結果打ROIなど)を切り捨てて、可能性は極めて低いとしています。

重大事故対テ策臼対の策クロスチェック解析もされていません。①航空機落下やミサイル攻

テロ対策など 撃などの を不確定性が大きいと検討していません。④設備の老朽化問題が

問題が山積み
考慮されないとか、IAEA(国際原子力機関)による多重防護の5層自の原子力防災(避

難計画)を審査対象としていないなど、多くの問題が山積です。

日本はとれまで、原発などを動かしてお，000んもの高

レベル放射性廃棄物老生み出してきました。原発のゴミは、

少なくとも数十万年にわたって隔離しなければなりません

が、最終的な処分場所の白途は立っていません。鹿児島県

の|日笠沙町や宇検村、南大隅町で誘致の動きがありました

が、住民の反対で撤回させました。福島原発事故で生み出

された、除染ではぎ取った土や浄水場の汚泥などの原発の

ゴミの処分先も決まっていません。「負の遺産」としての原

発のゴミを、とれ以上増やしてはいけません。

川内原発2号機が営業運転した1985年の薩摩川内市(合

併前の|日町村含む)の人口は 108，105人でしたが、今は

98，452人(2014年7月1日現在)です。原発が地域の活性
化に役立っていないととは人口減少から明らかで、す。石炭

から石油へのエネルギー転換期につくられた「産炭地域振

興臨時措置法」などを参考に、自然工ネルギーなどの「次世

代エネルギー」を紬にした「原発のないj新しい街づくりへ

向け、国が経済的な支援を行うととは当然です。また、脱

原発をすすめるドイツのように、数十年にわたる廃炉作業

に従事する人々の雇用も生じます。

福島原発事故後の3年品守、原発がほとんど動か

なくても電気が不足することはありませんでした。

今ある原発を再稼働古せずとも、新鋭ガス火力を

迅速に導入すれば電力需給のひっ迫はすぐに解消

され、巨額の火力発電焚き増しコストも大幅に削減

できます。中長期的には、再生可能エネルギーの拡

大や省エネルギーの促進によって原発のない社会

をつくれます。政府の決断が大切です。

日本の電気料金は、原発が動いていた時代から

海外の倍以上も高かったのです。「原発が止まった

から」電気料金が上がったと電力会社は説明してい

ますが、本当の理由は「安倍政権が誘導した円安」で

火力発電の燃料費が増え、「原発と核燃料サイクル

を推進する」経費が上乗せされているからです。 1
kW時の発電コス卜は原発 11.4円に対し、石炭火力
10.3円、 LNG火力 10.9円(2014年6月27日、朝日

新聞)で、「原発が安いJは神話に過ぎません。


